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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年２月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年６月１５日 ０３時００分ごろ 

発生場所 長崎県松浦市岳崎
たけざき

鼻東岸 

松浦市所在の津崎
つ ざ き

鼻灯台から真方位１３８°１,８００ｍ付近 

（概位 北緯３３°２３.１′ 東経１２９°４１.１′） 

事故調査の経過  平成２４年８月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 白
はく

鴎
おう

丸、１７トン 

 ＮＳ２－１３７５３（漁船登録番号）、有限会社白石水産 

 １８.６８ｍ（Lr）×３.９９ｍ×１.９７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１９０、昭和６３年３月１１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ２６歳 

一級小型船舶操縦士 

  免許登録 日 平成１７年５月２６日 

  免許証交付日 平成２２年５月２５日 

         （平成２７年５月２６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に擦過傷、プロペラの欠損及び曲損、ソナーの破損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、平成２４年６月１５日０２時００

分ごろ、長崎県平戸市的山
あ ず ち

大島
おおしま

北北東方約５海里の漁場を発進し、長

崎県松浦市星
ほし

鹿
か

漁港に向かった。 

本船は、船長が、約１０ノットの対地速力とし、手動操舵により岳

崎鼻と同鼻東方沖に設置された養殖筏の間の水路に向けて南進中、同

水路入口に設置された黄色点滅灯の少し手前において、船首方やや左

舷側至近に浮遊物を視認したことから、同速力で右に大きく転舵して

浮遊物を回避する行動をとった。 

船長は、浮遊物を回避できたと思い、元の針路に戻そうとしたとこ

ろ、船底に衝撃を受け、０３時００分ごろ岳崎鼻東岸の浅所に乗り揚

げた。 

本船は、船長が同僚に連絡後、僚船により引き下ろされ、星鹿漁港

にえい
．．

航された。 
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 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 岳崎鼻と同鼻東方沖に設置された養殖筏との間の水路の可航幅は、

約５０ｍであった。 

船長は、日頃から水路のほぼ中央に向け、目視により航行してい

た。 

本船は、浮遊物を左舷側に見て回避中、船長が、途中から浮遊物が

見えなくなったことから、浮遊物が気になり、左舷方ばかりを見てい

た。 

船長は、海岸線が見えていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、岳崎鼻と同鼻東方沖に設置された養殖筏の間の水路に向け

て南進中、船長が、左舷船首方至近に視認した浮遊物を回避しようと

して右転していた際、途中から見えなくなった浮遊物が気になり、左

舷方を見ていたことから、右転しながら岳崎鼻東岸に向けて航行し、

同岸の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、岳崎鼻と同鼻東方沖に設置された養殖筏

の間の水路に向けて南進中、船長が、左舷船首方至近に視認した浮遊

物を回避しようとして右転していた際、途中から見えなくなった浮遊

物が気になり、左舷方を見ていたため、右転しながら岳崎鼻東岸に向

けて航行し、同岸の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・狭い水路に進入する場合、早めに減速して突然出現した障害物に

対しても安全に回避できるようにすること。 

 




